
○吉川市地域公共交通協議会条例 

 

令和５年３月２０日条例第３号 

 

 （設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」

という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（法第５条第１項に規定する

地域公共交通計画をいう。以下次条において同じ。）の作成及び実施に関し必要な協議を

行うとともに、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第９条の２の規定

に基づき、市民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために

必要な協議を行うため、吉川市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に係る協議に関すること。 

(2) 地域公共交通計画の実施に係る協議に関すること。 

(3) 市内の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に係る協議に関する

こと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し、協議会が必要と認める事項に関

すること。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 法第２条第２号に規定する公共交通事業者等の代表者又はその指名を受けた者 

(2) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名を受けた者 

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はそ

の指名を受けた者 

(4) 関係する行政機関の職員 

(5) 学識経験者 

(6) 市民 

(7) 市の職員 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

参考資料２ 



 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。ただ

し、会長が選出されていないときは、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

 （分科会） 

第７条 協議会は、必要に応じ、分科会を設置することができる。 

２ 分科会の委員は、第３条第２項に規定する者のうち、会長が必要と認めたものとする。 

３ 前２条の規定は、分科会について準用する。この場合において、これらの規定中「協

議会」とあるのは、「分科会」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年吉

川町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 （次のよう略） 

 

  



【関係法令】 

 

○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）（抜粋） 

 （地域公共交通計画） 

第５条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町

村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村

と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の

確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交

通計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２ 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び

再生の推進に関する基本的な方針 

(2) 地域公共交通計画の区域 

(3) 地域公共交通計画の目標 

(4) 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 

(5) 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項 

(6) 計画期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必

要と認める事項 

３～１３ 略 

 （協議会） 

第６条 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成

及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下この章において「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体 

(2) 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定

めようとする事業を実施すると見込まれる者 

(3) 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共

団体が必要と認める者 

３ 第１項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨

を前項第２号に掲げる者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る

協議に応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊

重しなければならない。 

６ 主務大臣及び都道府県（第１項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。）は、

地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必

要な助言をすることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  



〇道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）（抜粋） 

 （一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第９条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般乗合旅客自動車運送事業

者」という。）は、旅客の運賃及び料金（旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものと

して国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第３１条第２号、第８８

条の２第１号及び第４号並びに第８９条第１項第１号において「運賃等」という。）の上

限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき

も同様とする。 

２～３ 略 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に

必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場

合において、国土交通省令で定めるところにより、当該運送に係る運賃等について地方

公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者

間の協議が調つたときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第１項及び前項の規

定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。

これを変更しようとするときも同様とする。 

５～６ 略 

 （法第９条第４項の協議が調ったとき） 

第９条の２ 法第９条第４項の協議が調ったときとは、同項の届出に係る運賃等について

地域公共交通会議（地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進

を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を

行うために一又は複数の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）又は都道府県知事

が主宰する会議をいう。以下同じ。）又は協議会において協議が調っているときとする。 

（地域公共交通会議の構成員） 

第九条の三 地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。 

一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長 

二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 

三 住民又は旅客 

四 地方運輸局長 

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

２ 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるとき

は、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加

えることができる。 

一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議

を行う場合には、次に掲げる者 

イ 道路管理者 

ロ 都道府県警察 

二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者 

 

javascript:void(0);

